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●御殿場市育英奨学金は、生徒本人に貸与する貸付金です。 

●卒業後、貸与された貸付金は全額返還していただきます。 

●返還された奨学金は次の奨学金として後輩へリレーされます。 

●進学には多額の費用がかかります。進学前によく調べましょう。 

●ご家族で相談し、将来の生活設計をきちんと考えて申請してください。 

●貸与を希望する場合は、必ず生徒本人で書類を作成してください。 

●採用・不採用は選考委員会により３月上旬に決定し、通知します。 

御殿場市育英奨学生

募集のしおり 
 

御殿場市では、高等学校や大学などに進学・在学する生徒を対象と

した『育英奨学金』の貸与事業を行っています 

 

 

御殿場市教育委員会 
このしおりは貸与申請後、貸与が決定した後も返還が終わるまで引き続き必要です。

大切に保管してください。 
2023.01 

申請受付期間…令和５年１月 1６日（月）～2 月３日（金） 

申請受付場所…御殿場市役所 教育総務課 



 

 

 

 

いろいろなサポートがあります。 進学前によく調べてみましょう。 

 

奨学金 学生本人に対して学資金をサポートする制度です 

日本学生支援機構、地方団体・各種育英団体、学校などいろいろな団体で行っています。 

■給付型奨学金・・・もらえるもの（返さなくてよいもの） 

■貸与型奨学金・・・返さなければいけないもの 

貸与型奨学金は、返す時に利息が付かないもの（無利息）と、利息が付くもの（利息付）が 

あります。貸与型奨学金は進学後に本人が月々受け取り、卒業後に本人が返すものが多いです。 

御殿場市育英奨学金は『貸与型奨学金（無利息）』です。 
  ※独立行政法人日本学生支援機構のホームページには奨学金に関するいろいろな情報が掲載されています。http://www.jasso.go.jp/ 

 

授業料減免制度 入学金や授業料など学費の一部（全部）が免除される制度です 

入学試験の成績優秀者を対象とするものや、経済的理由がある者を対象とするものなど、学校ごとに 

さまざまです。 

 

教育ローン 保護者などが金融機関等から借り入れます 

国の教育ローン（日本政策金融公庫）や金融機関の教育ローンがあります。 

 

 

 

 

 

 

◎大学４年間 奨学金（月額３万円）を借りたＡさんの場合 

  

  

2022年度

高校

• 将来の生活設計を考え、進学費用の情報を集めて、保護者と相談

• 奨学金貸与申請関係書類一式を教育委員会へ提出

• 奨学生採用決定通知後、奨学金借用誓約書を教育委員会へ提出

• 高校卒業（18歳）

2023年度～

2026年度

大学

• 大学入学（18歳）

• 進学（通学）先の在学証明書を教育委員会へ提出

• 奨学金が指定期日に口座に振り込まれる・・・借りた総額１４４万円（月額３万円×４８か月）

• 奨学金返還計画明細書を教育委員会へ提出（この返還計画を基に毎月の返還金額を決定します）

• 大学卒業

2027年度

社会人

• 就職（22歳）

• 返還開始（卒業から１年を経過した2027年度から10年以内で返還）

• 毎月納付書払いで返還・・・毎月の返還額１万２千円（１４４万円÷１２０か月）

• 借りた総額１４４万円の返還が完了するのは３３歳（2036年度末）

調べてみよう）学費等をサポートしてくれるものはどんなものがある？ 

参考）御殿場市育英奨学金を借りて、返還が終わるまで 

その他特記事項） 

・奨学生が疾病、その他特別な理由により返還が困難な場合は、返還を先延ばしすることができます。（返還総額は変わりません） 

・中途退学や、その他奨学生として適当でないと認められた場合は予定期間終了前に貸与を終了し、返還を開始していただきます。 

・住所や連絡先に変更等あった場合は、所定の届出用紙により遅滞なく教育委員会へ届出してください。 
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御殿場市育英奨学金は、生徒または学生本人に貸与する貸付金です。卒業後、

貸与された奨学金は必ず返す必要があることを承知したうえで申請してください。 
 

貸与を希望する場合は、この募集のしおりをよく読み、ご家族の方と相談し、将来の

生活設計をきちんと考えたうえで、本人が書類を作成・提出してください。 
 

申請にあたっては、このしおりをよく読み、申請書類に不備のないようにしてください。 

御殿場市教育委員会 教育総務課（本庁舎５階）〒412-8601 静岡県御殿場市萩原４８３番地 

☎ 0550-82-4520  FAX 0550-82-4525  Email:kyoiku@city.gotemba.lg.jp 

御殿場市育英奨学生 募集のしおり 
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１，育英奨学金の目的 

 御殿場市では、経済的理由により修学が困難な生徒及び学生に対し、学資を貸与して教育の機会

均等を図り、将来社会に貢献し得る優秀な人材を育成することを目的として奨学金制度を設けました。 

市から学資の貸与を受ける生徒及び学生を「奨学生」といい、貸与される学資を「育英奨学金」といい

ます。奨学生は、育英奨学金の貸与を希望する人の中から選考のうえ決定されます。 

育英奨学金は市民や県民、国民の尊い税金が原資となっていて、そのうえで制度が成り立っています。

卒業後、返還されるお金は後輩の育英奨学金として再び活用される仕組みになっていますので、貸与を

受けた人が決められた期間内にきちんと返還し、後輩のみなさんが経済的な心配をすることなく安心して

勉学に励めるよう支えていくことが大切になります。 

 

２，奨学生の心得 

 奨学生は、市が定める御殿場市育英奨学金貸与規則を守り、学校の指導に従うとともに、奨学生と

しての資質の維持向上に努める必要があります。したがって、勉学の意欲が無かったり、学校内外の規律

を乱すなど、奨学生としてふさわしくないと認められたときは、奨学金の貸与を終了することになります。 

 

３，貸与金額 

区 分 

・高校生 

・高等専門学校生（１～３年） 

・専修学校生（高等課程） 

・大学生（短期大学含む） 

・高等専門学校生（４・５年） 

・専修学校生（専門課程） 

月 額 １２，０００円 ３０，０００円 

※貸与期間は、その学校の正規の修業期間とします。在学の中途で貸与を受けた場合は、卒業までの正規の期間とします。 

 

４，貸与方法等 

育英奨学金は、原則として奨学生本人名義の口座への振込みにより貸与します。 

特別な事情がない限り、貸与時期は次のとおりです。 

期 別 貸与月 対 象 備 考 

第１期 ４月末日 ４月 ～ ７月分を振込み 御殿場市教育委員会が必要と認めたと

きは、貸与方法を変更することができる。 

その際、貸与額は４か月分以上 12 か

月以内の範囲で行うものとする。 

第２期 ８月末日 ８月 ～１１月分を振込み 

第３期 １２月末日 １２月 ～ ３月分を振込み 

 

５，育英奨学金の返還 

 育英奨学金は無利息です。貸与の期間が終了した翌月から起算して１年間は返還の猶予を認めます。

その後１０年以内に、月払いまたは半年払いで返還していただきます。 

貸与の期間が終了した際に、奨学生本人により返還回数や１回あたりの返還額を決めた育英奨学

金返還計画明細書を提出していただきます。 

御殿場市教育委員会は、育英奨学金返還計画書に基づき、奨学生本人宛に納入通知書を送付し

ます。通知を受けた本人は指定された納期限までに納付してください。（御殿場市指定金融機関の窓口

または郵便局・ゆうちょ銀行の窓口で納付してください。口座引落しによる返還はできません。） 

  

御殿場市育英奨学金 制度の概要 

 

平成 30 年度 御殿場市育英奨学金 申請について１，御殿場市育英奨学金 制度

の概要 

 

平成 30 年度 御殿場市育英奨学金 申請について 

 

御殿場市育英奨学金を受けることが決定した場合は平成 30 年度 御殿場市育英奨

学金 申請について御殿場市育英奨学金 制度の概要 

 

平成 30 年度 御殿場市育英奨学金 申請について１，御殿場市育英奨学金 制度

の概要 

 

平成 30 年度 御殿場市育英奨学金 申請について 

 

御殿場市育英奨学金を受けることが決定した場合は平成 30 年度 御殿場市育英奨

学金 申請について 

 

御殿場市育英奨学金を受けることが決定した場合は 

 

育英奨学金の返還について御殿場市育英奨学金を受けることが決定した場合は平成

30 年度 御殿場市育英奨学金 申請について 

 

御殿場市育英奨学金を受けることが決定した場合は平成 30 年度 御殿場市育英奨
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１，申請の資格 

申請の資格は次の各項のすべてに該当する方です。 

ア）御殿場市内に引き続き３年以上住所を有する者の子であること。 

イ）高等学校、専修学校（高等課程、専門課程に限る）、大学（短期大学を含み、大学院は 

除く）及び高等専門学校に進学する者であること。 

ウ）学業の成績に優れ、修学に堪え得ると認められる者であること。 

エ）経済的理由により修学が困難であると認められる者であること。 

 

 

２，申請受付期間 及び 受付場所 

（１）期間：令和５年１月１６日㈪から令和５年２月３日㈮／午前９時から午後５時 

（２）場所：御殿場市教育委員会 教育総務課窓口（市役所本庁舎５階） 

※郵送による提出は不可です。 必ず本人が持参のうえ申請をお願いします。 

 

 

３，貸与予定人数 

１０名程度 

※育英奨学金は奨学金申込者の人物・学力・家計等を基準に照らして選考し、採用を決定します。 

採用は予算の範囲内で行います。申込み基準を満たしていても、必ずしも採用になるとは限りません。 

 

 

４，貸与金額 及び 貸与期間 

  ①高校生・高等専門学校生（１～３年）・専修学校生（高等課程） 

   …月額１２，０００円 

  ②大学生（短期大学含む）・高等専門学校生（４・５年）・専修学校生（専門課程） 

   …月額３０，０００円 

 

※貸与期間は、その学校の正規の修業期間とする。ただし、在学の中途で貸与を受けた者は、 

貸与を受けた時から終了又は卒業までの正規の期間とする。 

※高校３年間の貸与総額は 432,000 円、大学４年間の貸与総額は 1,440,000 円です。 

 

 

５，貸与方法 

育英奨学金は、原則として奨学生本人名義の口座への振込みにより貸与します。 

特別な事情がない限り、貸与時期は年３回、次のとおりです。 

 

ア）第１期分・・・４月末日までに４月～７月分を振込み。 

イ）第２期分・・・８月末日までに８月～１１月分を振込み。 

ウ）第３期分・・・１２月末日までに１２月～３月分を振込み。 

 

※第１期分については在学証明書により進学・在学を確認した後に振込みを行います。 

※御殿場市教育委員会が必要と認めたときは、貸与方法を変更することができる。その際、貸与額は 

４か月分以上 12 か月以内の範囲で行うものとする。 

令和５年度 御殿場市育英奨学金 申請について 

 

御殿場市育英奨学金を受けることが決定した場合は平成 30 年度 御殿場市育英奨

学金 申請について 

 

御殿場市育英奨学金を受けることが決定した場合は 

 

育英奨学金の返還について御殿場市育英奨学金を受けることが決定した場合は平成

30 年度 御殿場市育英奨学金 申請について 

 

御殿場市育英奨学金を受けることが決定した場合は平成 30 年度 御殿場市育英奨

学金 申請について 

 

御殿場市育英奨学金を受けることが決定した場合は 

 

育英奨学金の返還について御殿場市育英奨学金を受けることが決定した場合は 

 

育英奨学金の返還について 

 

その他 届出・連絡・問い合わせ先育英奨学金の返還について御殿場市育英奨学金

を受けることが決定した場合は 

 

育英奨学金の返還について御殿場市育英奨学金を受けることが決定した場合は平成

30 年度 御殿場市育英奨学金 申請について 
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６，提出書類 ※必ず生徒または学生本人が書類作成のうえ提出してください。 

① 奨学金貸与申請書 

② 個人番号の提出に関する委任状 

③ 所得状況等の確認に関する同意書 

④ 学業成績証明書 

・高校等進学予定の方…別紙『学業成績証明書』に中学校長の証明を受けること。 

・大学等進学予定の方…別紙『学業成績証明書』に高等学校長の証明を受けるか、または学校発行の証明書を提出すること。 

・すでに大学等在学中の方…在学中の学校にて証明の交付を受けること。 

⑤ 御殿場市育英奨学生応募チェックリスト 

 

 

７，奨学生選考結果の通知 

  （１）奨学金貸与申請書、その他提出書類により資格があると認められる者について、御殿場市 

育英奨学生選考委員会において、奨学生として採用・不採用を決定します。 

  （２）採用・不採用の決定については本人宛に通知します。 ※通知は３月上旬を予定しています。 

  （３）奨学生に選定された場合は、奨学金借用誓約書等指定された書類を、指定の期日までに 

     御殿場市教育委員会に提出してください。 
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１，奨学金を受けることが決定した場合は、以下の書類を提出してください。 

（１）提出書類等 

□奨学金借用誓約書（必ず奨学生本人で書類を作成してください） 

※保護者欄及び連帯保証人欄は、それぞれの該当者本人の自署直筆によること。 

      ※連帯保証人は、独立の生計を営む者で、同一世帯以外の者であること。 

※連帯保証人を立てられない場合は、貸与することはできません。 

      ※奨学金借用誓約書の保護者及び連帯保証人欄にはそれぞれの実印を押印すること 

※奨学金希望の具体的理由は詳しく記入すること。 

※誤って記入した際は、修正液や修正テープを使わず、抹消線と訂正印により訂正すること。 

□保護者の印鑑登録証明書・・・１通 

    □連帯保証人の印鑑登録証明書・・・１通 

    □口座振込依頼書（振込先は奨学生本人名義の口座に限ります） 

    □振込先口座の金融機関、口座名義人等がわかる通帳やカードのコピー 

    □奨学金返還明細書（現時点での返還計画を記入してください） 

 

（２）提出場所：御殿場市教育委員会 教育総務課窓口（市役所本庁舎５階） 

※郵送による提出は不可です。必ず本人が持参してください。本人の借用意思を確認させていただきます。 

 

 

２，進学（通学）後、指定された期日までに以下の書類を提出してください。 

  （１）提出書類等 

    □進学（通学）先の在学証明書（証明日が令和５年 ４月 １日以後の証明書） 

（２）提出期日：令和５年 ４月７日（金） まで 【必着】 

※提出期日後に在学証明書を提出した場合は、第１期分の振込み処理が５月以降になります。 

 

（３）提出場所：御殿場市教育委員会 教育総務課（市役所本庁舎５階） 

〒412-8601 静岡県御殿場市萩原４８３番地 

※在学証明書は郵送による提出も可能です。 

 

 

３，貸与期間中の届出等 

  ＊育英奨学金の貸与期間中は、毎年在学証明書を提出していただきます。 

在学証明書提出に関する通知を送付いたしますので、指定された期日までに提出してください。 

  ＊貸与の辞退、退学、住所変更、振込先変更、連絡先変更、その他当初に届出した事項について変 

更が生じた場合は、速やかに該当する書類を記入のうえ御殿場市教育委員会まで届出してください。 

 

 

４，育英奨学金の貸与停止について 

 以下の場合は、ただちに御殿場市教育委員会へ連絡のうえ、所定の届出をしてください。 

（１）次の事由が生じた場合は、貸与を停止します。 

    ア）奨学生が死亡したとき 

  （２）次の事由が生じた場合は、貸与を停止し、返還をしていただきます。 

    ア）病気その他の理由により、卒業の見込みがないとき 

    イ）学業成績または素行が不良となったとき 

    ウ）奨学金を必要としない理由が生じたとき 

    エ）その他奨学生として適当でないと認められた場合  

御殿場市育英奨学金を受けることが決定した場合は 

 

育英奨学金の返還について御殿場市育英奨学金を受けることが決定した場合は 

 

育英奨学金の返還について 

 

その他 届出・連絡・問い合わせ先育英奨学金の返還について御殿場市育英奨学金

を受けることが決定した場合は 

 

育英奨学金の返還について御殿場市育英奨学金を受けることが決定した場合は 

 

育英奨学金の返還について 

 

その他 届出・連絡・問い合わせ先育英奨学金の返還について 

 

その他 届出・連絡・問い合わせ先 

 

その他 届出・連絡・問い合わせ先育英奨学金の返還について 

 

その他 届出・連絡・問い合わせ先育英奨学金の返還について御殿場市育英奨学金

を受けることが決定した場合は 

 

育英奨学金の返還について御殿場市育英奨学金を受けることが決定した場合は 

 



6 

 

 

 

 

育英奨学金は無利息です。 

学生の間に貸与された金額は、決められた期間内に全額返還していただきます。 

 

１，育英奨学金の返還計画について 

  ＊貸与の期間が終了する際に、返還方法、返還回数、１回あたりの返還金額を奨学生本人に 

決めていただき、奨学金返還計画書を必ず提出していただきます。 

＊返還計画書に基づき、教育委員会で納付書を作成のうえ送付いたします。 

＊指定の納期限までに取扱い金融機関の窓口にて納付をお願いします。 

 

 

２，納付書が使える取扱金融機関 

  ＊下記のとおり、取扱金融機関の違う２種類の納付書があります。返還計画書提出の際にどちらの 

納付書を希望するか選択してください。 

＊口座引落しや、クレジットカードによる納付はできません。 

   

①御殿場市納入通知書…納付できる場所は次のとおりです。 

ア）次の金融機関の本店または支店の窓口 

・静岡銀行 

・スルガ銀行 

・静岡中央銀行 

・沼津信用金庫 

・静岡県労働金庫 

・御殿場農業協同組合 

イ）静岡県、愛知県、岐阜県、三重県内の ゆうちょ銀行または郵便局 

ウ）御殿場市役所 

 

   ②払込取扱票□公 …全国のゆうちょ銀行または郵便局 

 

 

３，育英奨学金の返還期限について 

  ＊返還計画に基づき、貸与の期間が終了した翌月から起算して１年を経過した後、10 年以内に貸与 

された全額を返還してください。ただし、返還計画より繰り上げて返還することは差し支えありません。 

 

※参考） 

大学４年間貸与を受けて、貸与期間が終了した翌月から起算して１年を経過した後、10 年以内にすべて返還する場合の返還イメージ 

2023 年  2027 年 2028 年  2038 年  

 4 月 3 月  4 月 3 月  

貸与開始  貸与終了 返還開始  返還完了  

 大学 4 年間 1 年間 10 年間（120 回払い）で返還  

 貸与総額 1,440,000 円 返還猶予 毎月 12,000 円納付   

 

 

  

育英奨学金の返還について 

 

その他 届出・連絡・問い合わせ先育英奨学金の返還について 

 

その他 届出・連絡・問い合わせ先 

 

その他 届出・連絡・問い合わせ先育英奨学金の返還について 

 

その他 届出・連絡・問い合わせ先育英奨学金の返還について 

 

その他 届出・連絡・問い合わせ先 

 

その他 届出・連絡・問い合わせ先 

 

その他 届出・連絡・問い合わせ先 

 

その他 届出・連絡・問い合わせ先育英奨学金の返還について 

 

その他 届出・連絡・問い合わせ先育英奨学金の返還について 

 

その他 届出・連絡・問い合わせ先 

 

その他 届出・連絡・問い合わせ先育英奨学金の返還について 
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４，育英奨学金返還の猶予について 

  （１）奨学生が疾病、その他特別な理由により返還が困難なものは、届出により一定期間その返還を

猶予することができる場合があります。奨学金返還猶予願と新たな返還計画明細書を御殿場市

教育委員会まで提出してください。 

※理由によっては猶予が認められない場合があります。 

※一定期間返還を先延ばしするもので、返還していただく金額に変更はありません。 

 

（２）高校で貸与を受けた奨学生が、さらに上級の学校に進学する場合は、その在学期間中は返還

を猶予することができます。奨学金返還計画書提出時に、あわせて奨学金返還猶予願を御殿場

市教育委員会まで提出してください。 
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育英奨学金を受けている間はもちろん、返還が完了するまでは、御殿場市育英奨学生としての心得を

忘れず、当初の届出事項に変更が生じた場合は所定の届出様式により、すみやかに下記連絡・問い合

わせ先まで届出をしてください。 

 

 

 

その他不明な点等ありましたら、問い合わせ先まで ご連絡をお願いします。 

 

 

  

その他 届出・連絡・問い合わせ先 

 

その他 届出・連絡・問い合わせ先 

 

その他 届出・連絡・問い合わせ先 

 

その他 届出・連絡・問い合わせ先 

 

その他 届出・連絡・問い合わせ先 

 

その他 届出・連絡・問い合わせ先 

 

その他 届出・連絡・問い合わせ先 

 

その他 届出・連絡・問い合わせ先 

 

その他 届出・連絡・問い合わせ先 

 

その他 届出・連絡・問い合わせ先 

 

その他 届出・連絡・問い合わせ先 

 

その他 届出・連絡・問い合わせ先 

 

 

御殿場市育英奨学金に関する 連絡・問い合わせ先 
 

御殿場市教育委員会 教育総務課（本庁舎５階） 
 

〒412-8601 静岡県御殿場市萩原４８３番地 

電話 0550-82-4520  FAX 0550-82-4525 

Email：kyoiku@city.gotemba.lg.jp 

 

育英奨学金 貸与申請時に提出する書類用紙御殿場市育英奨学金に関

する連絡・問い合わせ先 
 

御殿場市教育委員会 教育総務課（本庁舎５階） 

〒412-8601 静岡県御殿場市萩原４８３番地 

電話 0550-82-4520 FAX0550-82-4525 

Email：kyoiku@city.gotemba.lg.jp 

 

育英奨学金 貸与申請時に提出する書類用紙 

 

育英奨学金貸与決定後、進学するまでに提出する書類用紙育英奨学金 

貸与申請時に提出する書類用紙御殿場市育英奨学金に関する連絡・

問い合わせ先 
 

御殿場市教育委員会 教育総務課（本庁舎５階） 

〒412-8601 静岡県御殿場市萩原４８３番地 

電話 0550-82-4520 FAX0550-82-4525 

Email：kyoiku@city.gotemba.lg.jp 

 

育英奨学金 貸与申請時に提出する書類用紙御殿場市育英奨学金に関

する連絡・問い合わせ先 
 

御殿場市教育委員会 教育総務課（本庁舎５階） 
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【提出書式】 
 

 

 

育英奨学金貸与申請時に 

提出する書類用紙 
 

 
 

 

 

 

育英奨学金貸与申請時に 

提出する書類用紙 

＊各種用紙はコピーしてお使いください。 

＊この募集のしおりをよく読み、各書類の注意事項等を確認のうえ申請書類を作成してください。 

＊書類不備や虚偽の記載があることがわかった場合は選考の対象となりません。 

＊修正液・修正テープ・砂消しゴム等による訂正は認めません。記入内容を訂正する場合は、抹消線と訂正印により訂正して

ください。 

＊消えるボールペンは使用しないでください。 

○奨学金貸与申請書  

…記入上の注意をよく読み、生徒または学生本人が記入して書類作成してください。 

○個人番号の提出に関する委任状 

…記入上の注意をよく読み、それぞれ署名のうえ書類作成してください。 

…窓口に来る方の身分証明書や個人番号の確認資料等を必ず持参してください。 

○所得状況等の確認に関する同意書 

…記入上の注意をよく読み、それぞれ署名のうえ書類作成してください。 

○学業成績証明書 

…この書類に証明を受けるか、学校発行の成績証明書を提出してください。 

○御殿場市育英奨学生応募チェックリスト 

…チェックリストをよく読み、不備のないように書類を提出してください。 
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様式第１号（第５条関係） 

奨学金貸与申請書 

フリガナ  男 

・ 

女 

在学学校 

氏  名  

生年月日 年   月   日生 

現住所 

※持家区分： 自宅 ・ 借家 ・ 社宅 ・ 借間 ・ その他（      ） 

〒          御殿場市 

方書・アパート名等 電話番号 

家 

族 

続柄 氏名 年齢 職業等 年収（税込） 個人番号 

本人                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

奨学金希望の具体的理由 
家族の状況や経済的な理由等（保護者の勤務先の経営悪化、各種ローンの有無等）をできるだけ詳しく

記入してください。また、志望理由・学業への意欲と、志望校在学中にかかる費用の見通し等も記入し

てください。 

 

 志 望 校   学部  学科 

 就学期間 
年  月から 

年  月まで 
年間 志望校在学中にかかる費用見通し     円 

御殿場市育英奨学金の貸与を受けたいので連署して申請します。 

なお、奨学生として選抜された上は学業に励み、人格の向上に努め、奨学生としての本分を 

尽くすことに誓約いたします。 
 

  御殿場市教育委員会 様         令和   年   月   日 

 

本人                 （自署） 

保護者 

氏 名  続柄  
生年月日 

現住所  
年   月   日生 

日中連絡のつく電話番号 

本 籍   

※記入上の注意 ・生徒または学生本人で記入して書類作成してください。 

・※印のところは、該当のものを○で囲むこと。 

・保護者その他の教育委員会が必要と認める者の収入又は所得を証明する書類の添付は、 

個人番号の記載をもって代えることができます。 
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個人番号の提出に関する委任状 
 

代理人（窓口に来る人） 

 

住所：                                  

 

氏名：                                  

 

 

私は、上記の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。 

 

１，御殿場市育英奨学金貸与申請のため、私の個人番号（行政手続きにおける特定の 

個人を識別するための番号の利用等に関する法律に定める個人番号）を御殿場市教 

育委員会教育総務課に提出すること。 

令和   年   月   日    

 

委任する人（個人番号を提供する人） 

氏名（個人ごとに署名） 住所  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

※記入及び提出にあたっての注意事項 

＊氏名住所を記載する箇所は、それぞれ本人が署名・記入してください。 

＊『奨学金貸与申請書』の個人番号欄に個人番号を記入する場合は、以下の１～３の書類等を窓口で提示してください。 

１，個人番号の提出に関する委任状（この書類） 

２，代理人（窓口に来る人）の身元確認書類 

   運転免許証、旅券（パスポート）、マイナンバーカード等、具体的には以下のとおり。 

   【Ａ：次の書類から１点】運転免許証／旅券（パスポート）／マイナンバーカード／運転経歴証明書／身体障 

害者手帳／精神障害者保健福祉手帳／療育手帳／在留カード／特別永住者証明書／顔写真付き身分証明書／顔 

写真付き資格証明書／顔写真付き学生証／顔写真付き社員証 

【Ｂ：次の書類から２点（※Ａが用意できない場合）】公的医療保険の被保険者証／年金手帳／児童扶養手当証 

明書／学生証（顔写真なし）／身分証明書（顔写真なし）／資格証明書（顔写真なし）／地方税・国税・社会 

保険料・公共料金の領収書／特別徴収税額通知書／源泉徴収票 

３，委任する人（個人番号を提供する人）全員分の番号確認書類 

【次の書類から１点（マイナンバーが確認できるもの）】マイナンバーカード／マイナンバーの通知カード／住民 

票の写しまたは住民票記載事項証明書（個人番号が記載されたもの） 

＊『奨学金貸与申請書』の個人番号欄に個人番号を記入しない場合は、個人番号の提出に関する委任状（この書類）は 

提出の必要がありませんが、次の１・２の書類を添付して提出してください。 

１，申請者と生計を同一にする家族全員分の住民票の写し 

２，申請者と生計を同一にする家族全員分の所得課税証明書（扶養にとられている方の分は必要ありません） 



14 

  



15 

 

 

 

所得状況等の確認に関する同意書 
 

 

御殿場市育英奨学金貸与申請のために、所得の状況及び市税の納付状況を、公簿（市

税の課税台帳、納付資料、住民基本台帳）により、御殿場市教育委員会において確認す

ることに同意します。 

また、公簿により確認できない場合は、関係書類を提出いたします。 

 

 

令和   年   月   日   

 

御殿場市教育委員会 宛 

 

 

同意する人 

氏名（個人ごとに署名） 住所  

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

※記入及び提出にあたっての注意事項 

＊氏名住所を記載する箇所は、それぞれ本人が署名・記入してください。 

＊所得状況等の確認に関する同意書（この書類）を提出しない場合は、収入がある者について市税の『滞納のない証明 

書』を添付のうえ提出してください。 
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御殿場市育英奨学生応募チェックリスト 
☞連絡・問い合わせ先…御殿場市教育委員会 教育総務課 ℡0550-82-4520 

・申請者氏名 

・申請にあたっては、このチェックリストと下記書類を添えて提出してください。 

・提出いただいた書類はいかなる理由があっても返却いたしません。 

・書類不備や虚偽の記載があった場合は、選考の対象となりません。 

・日中連絡のつく電話番号 

 

１，奨学生の資格について チェック 

① 

生徒・学生本人である申請者は、高等学校・高等専門学校・大学（大学院は除く）・

短期大学・専修学校（高等課程または専門課程）に進学する者ですか？ 

もしくはすでに在学している者ですか？ 

はい・いいえ 

② 保護者が、御殿場市に引き続き３年以上住民登録がありますか？ はい・いいえ 

 

２，提出書類について ※個人番号記入の有無により提出書類が変わります。 必ずご確認ください。 チェック 

Ａ 『奨学金貸与申請書』の家族欄に個人番号を記入して提出する場合 はい・いいえ 

 
教育総務課窓口に提出書類を持参する方は、本人確認のための身分証明書を必ずお持ちください。 

詳細は『個人番号の提出に関する委任状』に記載してあります。 
 

 ① 『奨学金貸与申請書』  

  全ての欄に記入してありますか？ 個人番号の記入はしてありますか？ はい・いいえ 

  奨学金希望の理由は詳しく記載してありますか？ はい・いいえ 

 ② 『個人番号の提出に関する委任状』  

  代理人の欄には、教育総務課窓口に申請書等を持参する人について書かれていますか？ はい・いいえ 

  
委任する人の欄には、奨学金貸与申請書の家族欄に個人番号を記入した方全員について、それぞれ本

人で署名してありますか？ 
はい・いいえ 

 ③ 『所得状況等の確認に関する同意書』  

  
同意する人の欄には、奨学金貸与申請書の家族欄に記入した方全員について、それぞれ本人で署名して

ありますか？ 
はい・いいえ 

 ④ 『学業成績証明書』の添付はありますか？ はい・いいえ 

    

    

Ｂ 『奨学金貸与申請書』の家族欄に個人番号を記入しないで提出する場合 はい・いいえ 

 
個人番号を記入しない場合は、世帯全員分の住民票の写しと、世帯全員分の所得課税証明書（扶養にとら

れている方を除く）が必要になります。 よく確認して下記書類をご用意下さい。 
 

 ① 『奨学金貸与申請書』  

  個人番号以外の全ての欄に記入してありますか？ はい・いいえ 

 ② 『奨学金貸与申請書』の家族欄に書かれた世帯全員分の住民票の写し  

  証明日から２週間以内のものを添付してください。 はい・いいえ 

 ③ 『奨学金貸与申請書』の家族欄に書かれた世帯全員分の所得課税証明書  

  証明日から２週間以内のものを添付してください。※扶養にとられている方の証明は必要ありません。 はい・いいえ 

 ④ 『所得状況等の確認に関する同意書』  

  
同意する人の欄には、奨学金貸与申請書の家族欄に記入した方全員について、それぞれ本人で署名して

ありますか？ 
はい・いいえ 

 ⑤ 『学業成績証明書』の添付はありますか？ はい・いいえ 

   

＊申請期間：令和５年１月１６日㈪ から令和５年２月３日㈮／午前９時から午後５時 

＊受付場所：御殿場市教育委員会 教育総務課 窓口（市役所本庁舎５階） 

※郵送による提出は不可です。必ず本人が窓口へ持参のうえ申請をお願いします。 
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【提出書式】 
 

 

 

育英奨学金の貸与決定後、 

進学するまでに提出する書類用紙 

 

 

 
 

 

 

 

育英奨学金貸与決定後、 

進学するまでに提出する書類用紙 

 

＊各種用紙はコピーしてお使いください。 

＊育英奨学金の貸与を受けることが決定した場合は、指定された期日までに書類等提出してください。 

＊この募集のしおりをよく読み、各書類の注意事項等を確認のうえ書類を作成してください。 

＊書類不備や虚偽の記載があることがわかった場合は貸与決定を取り消すことがあります。 

＊修正液・修正テープ・砂消しゴム等による訂正は認めません。記入内容を訂正する場合は、抹消線と 

訂正印により訂正してください。 

＊消えるボールペンは使用しないでください。 

○奨学金借用誓約書 

…貸与決定通知後、指定された期日までに奨学生本人が教育総務課窓口で提出してください。 

 

○口座振込依頼書 

…奨学金の振込先口座は、奨学生本人の口座を指定してください。 

…口座番号等のわかるものを添付してください。 

 

○奨学金返還明細書 

…現時点での返還計画を記入してください。 
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様式第３号（第７条関係） 

（表） 

 

奨学金借用誓約書 
 

御殿場市育英奨学金貸与規則に基づく奨学生として令和   年   月   日から   

令和   年   月   日まで、月額     円、合計       円の奨学金を

借り受けます。 

借受けの上は、奨学生として上記の規則に誠実に従うことを誓約いたします。 

なお、支払いに滞納が発生した場合は、当該滞納を徴収するため、奨学生の個人情報を担

当部署へ提供することに同意します。 

 

年   月   日 

 

奨 学 生 住所                   

 

                   氏名                   ㊞ 

電話番号                 

 

 

上記の者が奨学金を借り受けた上は、奨学金の返還その他の義務を誠実に履行させるこ

とはもとより、万一義務の不履行その他不都合な行為があるときは、保護者及び連帯保証人

において、その責めに任じます。 

なお、支払いに滞納が発生した場合は、当該滞納を徴収するため、保護者及び連帯保証人

の個人情報を担当部署へ提供することに同意します。 

 

 

御殿場市教育委員会 御中 
 

保 護 者 住所                   
 

              氏名                 ㊞ 

電話番号                 
 

 

連帯保証人 住所                   
 

              氏名                 ㊞ 

電話番号                 
 

 

 

 

※記入にあたっての注意事項（この書類は必ず本人持参により提出してください。） 

１，保護者及び連帯保証人は実印を押印の上、市区町村長の発行する印鑑登録証明書を各１通添付してください。 

２，連帯保証人は、独立の生計を営む者で同一世帯以外の者でなければなりません。 

３，連帯保証人を立てられない場合は、貸与することができません。 

４，奨学生・保護者・連帯保証人各欄の署名は必ず本人自筆により記入してください。 

５，裏面も記入をお願いします。 
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（裏） 

 

口座振込依頼書 

御殿場市育英奨学金を下記口座に振り込むよう依頼します。 

 

御殿場市教育委員会 御中 

令和   年   月   日 

    〒 

住  所                   

 

氏  名                   

電話番号                   

振 込 希 望 期 間        年   月   日から 貸与終了日まで 

振 込 先 金 融 機 関 

 銀  行 

信用金庫 

農  協 

 

店 

支 店 

出張所 

預金種別及び口座番号 普通 ・ 当座        

フ リ ガ ナ  
※奨学生本人名義の 

口座に限ります 口 座 名 義 人 
 

※振込先口座の金融機関名・口座番号・口座名義人等がわかる通帳やカードのコピーを添付してください。 

 

 

奨学金返還明細書 

決 定 番 号   
学 校 名  

（学部・専攻等） 
 

奨学生氏名  生 年 月 日   

現 住 所  
〒 

借 入 期 間   借 入 総 額   

返 還 期 間   １回あたり返還額  

返 還 方 法  
□毎月返還（年 12 回納付） 

□半年分ずつまとめて返還（年 2 回納付）…納付月：   月，   月 

納 付 方 法  

※口座引落しやクレジットカードによる納付はできません。下記２種類の納付書より選択してください。 

□御殿場市納入通知書  … 
御殿場市内に本支店のある金融機関または東海４県の郵便局・ 

ゆうちょ銀行の窓口にて納付できます。 

□払込取扱票□公     … 全国の郵便局・ゆうちょ銀行の窓口にて納付できます。 

※現時点での返還計画を記入してください。  
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 （目的） 

第 1 条 この規則は、経済的理由により修学が困難な生徒及び学生に対し、御殿場市育英奨学金（以下「奨学金」という。）を貸与し、

優秀な人材の育成を図ることを目的とする。 

 （奨学生の資格） 

第 2 条 奨学金の貸与を受ける者（以下「奨学生」という。）は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

（1）市内に引き続き 3 年以上住所を有する者の子であること。 

（2）学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号。以下「法」という。）第 1 条に規定する高等学校、大学（短期大学を含み、大学院を除く。 

以下同じ。）、高等専門学校又は法第 124 条の専修学校（高等課程及び専門課程に限る。以下同じ。）に在学する者であること。 

（3）学業の成績に優れ、修学に堪え得ると認められる者であること。 

（4）経済的理由により修学が困難であると認められる者であること。 

 （奨学金の額及び貸与期間） 

第 3 条 奨学金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とし、貸与の期間はその学校における正規の修業期間とする。 

（1）高等学校 月額 1 万 2,000 円 

（2）大学 月額 3 万円 

（3）高等専門学校（第 1 学年から第 3 学年までに限る。）月額 1 万 2,000 円 

（4）高等専門学校（第 1 学年から第 3 学年までを除く。）月額 3 万円 

（5）専修学校（高等課程に限る。） 月額 1 万 2,000 円 

（6）専修学校（専門課程に限る。） 月額 3 万円 

 （貸与の方法） 

第 4 条 奨学金は、4 月分を合わせて、年 3 回貸与する。ただし、御殿場市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が必要と認めたと

きは 4 月分を超え、12 月以内の分の額を貸与することができる。 

（貸与の申請） 

第 5 条 奨学金の貸与を受けようとする者は、次に掲げる書類を別に定める期日までに教育委員会に提出しなければならない。 

（1）奨学金貸与申請書 

（2）成績証明書、出席状況調書等 

（3）保護者その他の教育委員会が必要と認める者の収入又は所得を証明する書類（給与所得者にあっては収入を証明する書類、給与 

所得者以外の者にあっては所得を証明する書類） 

2 教育委員会が必要と認めるときは、前項に掲げる以外の書類の提出を求めることができる。 

 （選考） 

第 6 条 奨学生の選考は、教育委員会が行い、その結果を奨学生選考結果通知書（様式第 2 号）により通知する。 

（奨学金借用誓約書の提出） 

第 7 条 前条の規定により奨学金の貸与を可とする決定を受けた者は、連帯保証人をたて、直ちに奨学金借用誓約書を教育委員会に提出

しなければならない。 

2 前項の連帯保証人は、独立の生計を営む者でなければならない。 

 （奨学金の停止） 

第 8 条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸与を停止する。 

（1）死亡したとき。 

（2）病気その他の理由により卒業の見込みがないとき。 

（3）学業成績又は素行が不良となったとき。 

（4）奨学金を必要としない理由が生じたとき。 

（5）その他奨学生として適当でないと認められたとき。 

 （届出） 

第 9 条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに当該各号に定める届書を教育委員会に提出しなければならない。 

（1）休学し、復学し、又は退学したとき 休学・復学・退学届 

（2）本人、保護者又は連帯保証人の身分、住所その他重要な事項に異動があったとき 重要事項変更届 

（3）進学し、又は編入したとき 進学・編入届 

 （奨学金の返還） 

第 10 条 奨学金は、貸与の期間が終了した月の翌月から起算して 1 年を経過した後 10 年以内に、月賦又は半年賦で返還しなければな

らない。ただし、繰り上げて返還することを妨げない。 

2 奨学生が退学し、又は奨学金の貸与を停止されたときは、その翌月から前項に準じ、奨学金を返還しなければならない。ただし、

返還の期限については、教育委員会が定める。 

3 奨学金は、無利子とする。 

 （返還の猶予） 

第 11 条 教育委員会は、奨学生が疾病その他特別の理由により奨学金の返還が困難な場合は、奨学金返還猶予願によって相当の期間そ

の返還を猶予することができる。 

 （返還の免除） 

第 12 条 教育委員会は、奨学生が死亡したとき、心身の著しい障害により労働能力を喪失し、若しくは労働能力に高度の制限を有し、

奨学金の返還が困難であると認められるとき、又は特別な理由があると認めたときは、奨学金返還免除願によって奨学金の返還の全部

又は一部を免除することができる。 

 （補則） 

第 13 条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。 

 

  

御殿場市育英奨学金貸与規則（本文） 
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御殿場市教育委員会 教育総務課 
〒412-8601 静岡県御殿場市萩原 483 番地 

☎0550-82-4520 

御殿場市の奨学金貸与事業は、教育の機会均等の理念のもと、意欲と能力のある学

生等が、自らの意志と責任において大学等で学ぶことができるよう、市の教育事業として

実施されています。 

 

経済的理由で修学が困難な優れた学生に学資の提供を行い、また経済・社会情勢等

を踏まえ、学生が安心して学べるよう、貸与及び返還に関する事業を行っています。 

 

現在、進学者の約２人に１人が奨学金を借りており、近年は増加傾向にあります。

（日本学生支援機構「令和２年度学生生活調査」）。 

 

しかし、卒業して返済がはじまると「返済が苦しい」と感じる人が少なからずおります。 

奨学金は学生本人が借りるものです。未来の自分への投資であり、返済義務も本人に

あります。ということは、卒業と同時に 100 万円以上の借金を背負うことになるのです。卒

業後の就職先・進路等にもよりますが、社会人のスタートラインにおける多額な借金は、

その後の人生の大きな負担になることが予想されます。想定通りに万事うまくいくとは限り

ません。 

 

御殿場市育英奨学金以外にも、福祉関係、他民間企業や各種団体による貸与型奨

学金、給付型奨学金や学校独自の授業料減免制度等、いろいろな制度があります。こ

れらさまざまな制度ごとに、申請や利用できる条件があります。 

 

貸与型奨学金の借入を検討する時は、借入のリスクがあることを理解し、よく調べて、先

輩方の奨学金借入の実態を知り、返済に関するイメージを持ち、人生の重荷にならない

「借り方・返し方」を、借りる本人と周囲の大人でよく理解しておきましょう。 


